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南部町告示第103号

令和４年第５回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

令和４年８月22日

南部町長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和４年９月８日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

 田 光 雄君 加 藤 学君

荊 尾 芳 之君 滝 山 克 己君

米 澤 睦 雄君 長 束 博 信君

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

仲 田 司 朗君 板 井 隆君

細 田 元 教君 亀 尾 共 三君

真 壁 容 子君 景 山 浩君

○応招しなかった議員

な し
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令和４年 第５回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和４年９月８日（木曜日）

議事日程（第１号）

令和４年９月８日 午後１時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第３号 令和３年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第４号 令和３年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第５号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第45号 令和３年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第46号 令和３年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第47号 令和３年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第48号 令和３年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第49号 令和３年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第50号 令和３年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第51号 令和３年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第52号 令和３年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第53号 令和３年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第54号 令和３年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第18 議案第55号 令和３年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第19 議案第56号 令和３年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第20 議案第57号 南部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

日程第21 議案第58号 南部町児童福祉手当支給条例の一部改正について
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日程第22 議案第59号 令和４年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第23 議案第60号 令和４年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第24 議案第61号 令和４年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第62号 令和４年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第26 上程議案に対する質疑

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第３号 令和３年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第４号 令和３年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第５号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第45号 令和３年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第46号 令和３年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第47号 令和３年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第48号 令和３年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第49号 令和３年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第50号 令和３年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第51号 令和３年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第52号 令和３年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第53号 令和３年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第54号 令和３年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第18 議案第55号 令和３年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第19 議案第56号 令和３年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第20 議案第57号 南部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
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日程第21 議案第58号 南部町児童福祉手当支給条例の一部改正について

日程第22 議案第59号 令和４年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第23 議案第60号 令和４年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第24 議案第61号 令和４年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第62号 令和４年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

出席議員（14名）

１番  田 光 雄君 ２番 加 藤 学君

３番 荊 尾 芳 之君 ４番 滝 山 克 己君

５番 米 澤 睦 雄君 ６番 長 束 博 信君

７番 白 川 立 真君 ８番 三 鴨 義 文君

９番 仲 田 司 朗君 10番 板 井 隆君

11番 細 田 元 教君 12番 亀 尾 共 三君

13番 真 壁 容 子君 14番 景 山 浩君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 田 子 勝 利君 書記 杉 谷 元 宏君

書記 藤 下 夢 未君

書記 角 田 亘君

説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 土 江 一 史君

教育長 福 田 範 史君 病院事業管理者 足 立 正 久君

総務課長 大 塚 壮君 総務課課長補佐 石 谷 麻衣子君

企画政策課長 田 村 誠君 デジタル推進課長 美 甘 哲 也君

防災監 田 中 光 弘君 税務課長 三 輪 祐 子君
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町民生活課長 渡 邉 悦 朗君 子育て支援課長 芝 田 卓 巳君

教育次長 岩 田 典 弘君 総務・学校教育課長 水 嶋 志都子君

病院事務部長 山 口 俊 司君 健康福祉課長 前 田 かおり君

福祉事務所長 泉 潤 哉君 建設課長 岡 田 光 政君

産業課長 藤 原 宰君 監査委員 仲 田 和 男君

議長挨拶

○議長（景山 浩君） 令和４年９月定例議会の開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。

毎朝晩秋の気配が感じられるものの、まだまだ残暑厳しき毎日が続いております。町民の皆様

も、くれぐれも体調管理、健康管理に留意され、御自愛なさいますことを御祈念申し上げるとこ

ろであります。

議員各位におかれましては、町民皆様の負託に応えるべく、精力的に活動いただいております

こと、大慶至極に存ずる次第であります。

新型コロナウイルス流行第七波の全国の感染者数は減り始めているようですが、夏休み明けの

学校再開での増加の可能性も指摘されています。本町では、１０月中旬をめどにオミクロン株対

応のワクチン接種が始まる見込みとの説明を聞いているところですので、引き続きマスク着用な

ど、感染防止対策を徹底しながら、コロナに負けず平穏な日常を取り戻すべく、町民一丸となっ

て取り組んでまいりたいと存じます。

さて、目を海外に向けますと、終わりの見えないウクライナ戦争や米中対立の激化など、事態

は深刻の度を増しております。我々の日常生活にも、物価高騰や資源、食料の確保難等として、

極めて大きな悪影響を及ぼしています。政府におかれましては、いかなる事態になろうとも、国

民の生命や財産、日常生活を守る手だてを講じていただくよう、希望するものであります。

本定例会におきましては、令和３年度決算認定、令和４年度補正予算案、条例、その他重要な

案件について御審議いただく予定になっております。

後ほど町長から提出議案の内容につき説明がございますが、提出されております諸議案に対し

慎重審議をいただき、適正かつ妥当な議決に達することをお願いするものであります。

議員各位におかれましては、町民皆様の負託に応えられますようさらなる御精励をお願い申し

上げ、開会の御挨拶といたします。

町長挨拶
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○町長（陶山 清孝君） 定例会開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

議員各位におかれましては、令和４年第５回南部町議会定例会を招集しましたところ、御出席

いただき開催できますことを心から御礼申し上げます。

さて、１ドル１４０円台と円安が加速し、資源の乏しい我が国にとっては、物価の高騰が今後

さらに国民生活に重くのしかかってくることが予想されます。世界を見渡せば、ウクライナ戦争

はいまだ平和への道筋が見えず、新型コロナによる経済対策とアメリカの記録的なインフレを発

端に、世界の為替事情は混乱しています。

特に日本は円安への対応が取れない状況が続き、ドルやユーロなど、主要通貨に対する円の通

貨としての総合的な実力が急速に低下しており、輸入物品、特に生活必需品であるエネルギーや

穀物などの高騰が進んでいます。町民の暮らしに直結する課題ですので、国、県と連携し、町民

の皆さんの健康と暮らしを守る対策を図ってまいる所存でございます。

このたび提案いたします補正予算には、物価高騰と低迷する町内経済活動へのてこ入れとして、

町民１人当たり１万円の商品券の配布を予算提案させていただく予定としております。秋は米を

初めとした農産物、林産物の収穫の時期です。販売経営をなさっておられる農家、林家の皆様は

ぜひこの機会に商品券による町内での販売を御検討いただき、商工関係者と連携し、町内で生産

されたものが町内で消費される、お金が町内で回る経済循環に御協力いただきたいと願っており

ます。

６月議会以降の火災は１件で、６月２９日に発生しました賀野地区での電柱火災でございまし

た。南部町消防団２３名が出動し、対応に当たりました。この火災による人的被害、建物損傷は

幸いございませんでした。また、秋は今後空気が乾燥しますので、町民の皆様には火の取扱いに

十分注意いただきますよう、改めてお願いを申し上げます。

また、台風や秋雨前線による集中豪雨に警戒する時期を迎えます。町民の皆様には、４月にお

配りした最新のハザードマップをもう一度御家庭で御確認いただき、お住まいの地域と自宅が土

砂災害や洪水のリスクがあるのかどうか御確認いただきたいと思います。ふだんから避難場所を

２か所以上話し合って決めるとき、避難の際には御近所同士で誘い合っていただく、そのような

近所との付き合いもお願いをいたします。今年度から防災体制を強化し、防災監に加え、経験豊

富な防災アドバイザーも設置しております。集落や振興協議会などの防災訓練にぜひお声かけい

ただきたいと思います。

次に、人口動態について御報告いたします。６月１日から８月末までの間に出生された方は１

５人、お亡くなりになった方は３４人でございました。御冥福をお祈りしますとともに、誕生さ
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れた子供たちの健やかな成長を祈念したいと思います。８月末現在の人口は１万３８５人、高齢

化率は３８．３１％、８月末現在の今年度の出生者は１７名でございました。前年同期と比較し

ますと人口で１５１人の減、前年高齢化率が３７．８％でございましたので、高齢化率について

は０．５１％、この１年間で増加したことになります。出生率については２名の減でございまし

た。

本定例会におきましては、令和３年度各会計ごとの決算認定をはじめ、令和４年度一般会計補

正予算、条例関係など１８議案を提案させていただきます。いずれの議案につきましても、町政

の進展に必要不可欠なものばかりでございますので、全議案とも御賛同いただき御承認を賜りま

すようお願いを申し上げ、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

午後１時０１分開会

○議長（景山 浩君） これより会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、令和４年第５回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

６番、長束博信君、７番、白川立真君。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（景山 浩君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、２２日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、２２日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。
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本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 諸般の報告

○議長（景山 浩君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告いたします。

まず、ＪＩＡＭで行われましたトップマネジメント研修の参加報告を行います。

去る７月４日、５日の両日、全国市町村国際文化研修所において開催されました「令和４年度

世界情勢からわがまちの未来をつくる」と題したトップマネジメント研修に参加いたしました。

初日２講義の最初の講義は、英国王立防衛安全保障研究所の日本特別代表、秋元千明氏による

「新冷戦時代と日本の安全保障」と題した講義でございました。ロシアによるウクライナ侵攻の

状況や今日の戦争において情報戦がいかに重要であるか、また侵略国であるロシアの地政学的、

歴史的特性、ウクライナ戦争の終わり方やロシアの弱体化による中国の支配力の増大、そしてそ

の問題は確実に隣国である日本にも波及するという講義内容でありました。

初日の２講目は、静岡県教育委員会教育長、池上重弘氏による「地域資源としての異文化と多

文化共生の地域づくり」と題した講義でありました。在留外国人の国別、資格別動向や特定技能

による労働力補完の状況、外国人政策としての出入国政策と社会統合政策、防災と多文化共生な

どについての講演でありました。

２日目の第１講は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの中島健祐氏による「デジタル先

進国デンマークから学ぶ、人間中心スマートシティ実現の秘訣」と題した講義でありました。デ

ンマークは課題解決の先進国であり、１９８０年にはエネルギー自給率が日本よりも低い５％で

あったものが２００９年には１２４％にまで上昇、ＧＤＰは６０％増加する一方、ＣＯ２排出量

は４０％削減、そして世界幸福度調査第２位、デジタル経済及び社会指数ランキングと電子政府

ランキングでともに第１位、さらには新型コロナでの死亡率が日本の０．３３％に比べ０．２０

％であるなど、未来予測をしっかり行い、それに対して極めて明確・明快な政策が取られ、成果

を上げており、そのような政治体制下でのデジタル化手法の紹介でありました。

そして最終講義では、日本気候リーダーズ・パートナーシップ共同代表の三宅香氏による「持

続可能な地域社会の構築に向けて」と題した講義でありました。現状、気温上昇１．５度は避け

られない状況であるが、プラス２度になれば海面上昇や水不足、食糧危機が発生し、日本の食糧

確保も危機的な状況を迎え、２０５０年二酸化炭素排出ゼロは必須であること、そのような状況

を回避するための日本の再生可能エネルギー導入における課題、そして脱炭素社会構築における
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行政や企業の役割とは何かという内容でありました。

軍事・安全保障問題、外国人受入れ問題、デジタル化問題、地球温暖化問題と、世界的な大き

な問題でありながらも、私たちや子、孫の生活や安全にも及ぶ問題であり、地方の議員である私

たちもこのような大きな視点を踏まえて身近な政策を考えていく必要があるということを改めて

認識させられたセミナーでありました。

次に、鳥取県町村議会議長会定期総会の報告を行います。

去る７月１１日に、米子ワシントンホテルプラザにおいて、令和４年鳥取県町村議会議長会定

期総会が開催されました。

会務報告の後、議事に入り、２件の議案を審議いたしました。まず、第１号議案は、令和３年

度の決算の認定であり、歳入２，２３３万７，０００円、歳出１，７５６万３，０００円、翌年

度繰越額４７７万４，０００円の決算、また、第２号議案には、主に財政調整基金を積み立てる

２６５万９，０００円の補正予算案で、両議案とも全会一致で認定、可決いたしました。

次に、西部町村議会議長会正副議長・局長研修会の報告を行います。

去る７月２０日、大山町において、西部町村議会議長会正副議長・局長合同研修会が開催され

ました。

当日は、大山明間の森にある結婚式をメイン事業としたプリムローズガーデンの施設見学やグ

ランピングなど、今後の事業展開についてのお話を伺った後、事業所閉鎖となった元銀行支店の

建物を放課後児童クラブ施設として活用しようとする改修現場の視察を行いました。

２か所の視察の後、会場を大山町役場大山支所に移し、「議会運営の諸問題について」と題し

たケーススタディを県議長会の谷口玲子参事を解説・助言者として行いました。議会が定める規

則の議決の要否、議案の事前審査の禁止、秘密会の秘密事項等々、議会運営上、非常に参考にな

る内容でありました。

次に、日吉津村ほか２か町下水道協議会総会の報告を行います。

去る８月９日に、日吉津村のヴィレステひえづにおいて、令和４年度日吉津村ほか２か町下水

道協議会総会が開催されました。

当日は５つの議案が提案されました。第１号議案は令和３年度事業報告で、４回にわたる担当

者打合せ会と書面による総会の実施、第２号議案は、歳入総額２４万１，６９２円、歳出総額ゼ

ロ円の令和３年度決算報告、第３号議案は、検討会や調査を主とした令和４年度事業計画と、第

４号議案は、歳入歳出それぞれ２４万２，０００円とする令和４年度予算案であり、いずれも全

会一致で可決、認定されました。
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第５号議案は、購入後１５年が経過し、老朽化が進んでいる移動脱水車の更新に関する協議で

あり、本体価格１億４，５００万円のうち、８，７７２万５，０００円の国庫補助金を除いた残

額７，１７７万５，０００円を３町村で均等負担することを予定し、事業化の準備を進めるもの

であり、この議案も全会一致で承認されました。

次に、西部町村議会議長会表彰式並びに研修会の報告を行います。

去る８月１８日に、伯耆町鬼の館において、西部町村議会議長会自治功労者表彰式並びに町村

議会議員研修会が開催されました。

表彰式後の講演は、当初２人の講師が予定されていましたが、そのうちのお一人がコロナ感染

で急遽キャンセルとなり、ＢＳＳアナウンサーの宇田川修一氏お一人の講演となりました。「聞

いてもらえる、人を引き付ける話し方」と題した講演でしたが、政策を語り、住民ニーズを聞き

取る議会議員として、自分の思いだけではなく、相手の思いや反応にも十分留意したコミュニケ

ーションスキルを身につけてほしいという多くの示唆を含んだ講演内容は大変参考になるもので

ありました。

最後に、鳥取県西部広域行政管理組合臨時会の報告を行います。

去る８月３１日に、米子市役所淀江庁舎において、西部広域行政管理組合臨時会が開催されま

した。

まず、米子市議会選出議員の任期満了に伴い、空席となっている議長の選挙を行い、米子市議

会選出の稲田清議員が議長に選出されました。

次に、議案第１１号の令和４年度一般会計補正予算では、大山消防署改修工事の遅れにより、

令和４年度分の工事費が減額となり、それに併せて債務負担行為の増額を行うという内容であり、

予算審査特別委員会の審査を経て、全会一致で可決されました。

議案第１２号では、議長と同様に米子市議会選出の監査委員が空席となっており、新たに米子

市議会選出の戸田隆次議員が選出されました。

なお、当日は、本会議と併せて民生環境常任委員会とごみ処理施設等調査特別委員会が開催さ

れました。

まず、民生環境常任委員会では、執行部より、伯耆町にあり現在稼働していない旧灰溶融施設

（エコスラグセンター）の現状のままでの譲渡を条件としたサウンディング型市場調査を実施し

たいという説明がありました。この説明に対しては、解体撤去が既に決定済みではないのか、売

却ありきの話なのかといった質問が出され、執行部からは社会資本の有効活用の観点からサウン

ディング調査を行うこと、あくまでも活用策を模索するための市場調査であり、必ず売却となる
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ということではないという答弁がございました。

また、ごみ処理施設等調査特別委員会では、７月開催の第５回用地選定委員会において検討の

結果、中間処理・最終処分の併設候補地である米子市彦名町の内浜産業道路付近、米子市新山・

陰田町地内の国道１８０号線付近、米子市尾高・日下地内の県道５３号線付近の３か所、そして

最終処分場のみの候補地である美保飛行場の周辺財産、大山町高田地内の２か所の合計５か所全

ての調査対象地を、詳細調査である二次調査の対象としたい旨の報告がありました。

以上、議長よりの報告を終わります。

なお、各報告に関する資料は議会事務局に備えてありますので、御覧ください。

次に、議員からの報告を受けます。

まず、鳥取県町村議会女性議員研修会について、真壁容子議員。

真壁容子議員。

○議員（13番 真壁 容子君） 鳥取県町村議会女性議員研修会に参加しましたので、その報告を

いたします。

７月２７日、湯梨浜の水明荘で行われました。議長会の研修会となったので、総会等開くこと

なくすぐ研修に入りました。

研修は、島根大学法文学部准教授の永松正則氏を迎えて、「「法の一般原則」という眼鏡を手

に入れよう」という題で非常に好評でした。

中身について２点ほど触れておきます。法の一般原則とはどういうことを言うのかというとこ

ろで私も整理できたのですが、成文法になっている法に対して部分法、文章になっていないもの

があり、慣習法、判例法、条理法、その中に条理法が法の一般原則と言われているとして、どの

ような原則かというと、平等の原則、比例の原則、権利濫用禁止の原則、禁反言、違うことを言

ったらいけないということの原則、信義則等があり、その説明でした。

印象に残りましたのは、比例の原則というところで、下限統制としての比例原則があるとして、

どのような例を挙げられたかといいますと、社会保障制度における制度後退禁止の原則というの

があるそうでして、もし、社会保障制度における制度を後退させようとするときには４つの条件

が要るとして、一つには、客観的なデータによる裏づけ、２つ目には、専門家会議を行政とは別

に置くこと、３つ目には、その会議のメンバーの構成を公表すること、４つ目として、十分な周

知期間と激変緩和措置を取ること、これらのことがこれまでの、いわゆる一般原則として言われ

ているということでした。

これを聞いて私もはっとしたのですが、そういえば二十数年来の国政というのは、社会保障制
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度における制度後退の意味をどのように捉えているのか分かりませんが、制度後退ばかりであっ

たよなと、客観的データによる裏づけ等、本当に納得いくようなことがあったのかということを

考えさせられましたが、何より心強いと思いましたのは、下限統制としての比例原則の中に、社

会保障制度における制度後退禁止の原則ということが言われてるということが勇気づけられた内

容でした。

ただ、このような法の一般原則といっても、成文法を補充する役割であると同時に、歴史の事

情の変化によっても変わってくるとして、例えばどのような変化の中で解釈を変えられてきてる

のかということについていえば、一つには、夫婦別姓の問題、また通信環境が変わって在外投票

制度が変わるという問題、科学、技術、医学的な知見が進み、原発再稼働や再婚禁止期間、また

ハンセン病の隔離政策や強制不妊手術など、ここでの見解なども含めて、事情の変化で原則等に

ついても組み入れることがあるというのも非常に印象的な話でした。

おおむね今回の研修会は、女性議員の中からもっともっと法に強くなりたいという意見があっ

て実現したということでしたが、今回の講師の方は鳥取県や島根県の、県や市町村の職員研修で

も講演なさってることもあり、具体的な内容で話をしてくださったので、よく分かりました。

この永松正則氏は最後に、いろんなところに行くけれども、このように党派に関係なく町村の

議員が集まって研修会をするというのを初めて経験したということをおっしゃっておられました。

それを受けた私たちとすれば、学生時代に返ったようで、積極的な質問もたくさんあり、これら

の女性議員の方々が、いろんな意見の違いがあっても、日頃の活動とこのような法律の勉強する

中で、もっともっとたくましく活動していくんだなという感想を持って帰ってまいりました。以

上です。

○議長（景山 浩君） 次に、令和４年度第２回市町村議会議員特別セミナーの報告を受けます。

板井隆君。

○議員（10番 板井 隆君） １０番、板井です。去る８月１日、２日に、滋賀県大津市にあり

ます全国市町村国際文化研修所ＪＩＡＭにおいて開催された、令和４年度第２回市町村議会議員

特別セミナーに参加をしましたので、報告いたします。

当日は、北は北海道、南は鹿児島の町村議員が１２０名、リモートで４０名がこの特別セミナ

ーを受講しておられました。

講義は、最初に「政策に強い議会をつくる―討議する議員・役立つ議会」と題して、中央大学

副学長礒崎初仁教授の講演でした。議会の機能と改革が必要であり、機能は、一つに、条例制定

等によって議会自らが自治体の政策をつくる役割、政策形成機能。二つには、執行機関の活動を
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監視し、是正・抑制する役割、行政監視機能を認識し、確立する必要があるとのことでした。

今後の議会としての方向性は、首長の提案議案を審議するだけでなく、自ら問題を投げかけ、

政策をつくり出すことが重要である。さらに、議会の公開・情報提供を住民に投げかける協働型

議会への議会改革を進める必要がある等の内容でありました。

次に、「市町村における脱炭素のススメ」と題し、地球環境戦略上席研究員、藤野純一先生の

講演でした。令和元年度１０月に発生しました台風１９号で大きな被害を受けた、長野県千曲川

氾濫による甚大な災害を受け、長野県議会で気候非常事態に関する決議を受け、阿部知事が気候

非常事態、２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言をした。

全国でも気候の変動による災害は毎年発生しており、国土強靱化は行政の必須の課題となって

いる。今後さらに自治体脱炭素化に向けて、脱炭素のまちづくり、環境イノベーション、地域循

環共生圏の創出を進めていく必要性を訴えておられました。

省エネをしながら脱炭素社会を推進することで、異常気象・正のフィードバックのリスクを小

さくする。資源のない日本にとって資源リスクを小さくする脱化石化によって、安全・安心な生

活ができる社会変革が求められているとの講演でありました。

次に、「人口減少時代における地域創生を進めるポイント」と題し、関東学院大学地域創生学

科、牧瀬稔教授の講演がありました。

最後に、「自治体ＤＸの基本と議会の役割」と題し、磐梯町最高デジタル責任者である菅原直

敏先生からの講演がありました。

この２つの講義については、今回の一般質問で項目を上げさせていただいております。そのと

きに講演の内容や私の私見を含め、町長と討論を交わしたいと思いますので、よろしくお願いを

いたします。

以上、市町村議会議員研修特別セミナーの報告といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、鳥取県町村議会広報研修会の報告を受けます。

加藤学君。

○広報常任委員会委員長（加藤 学君） ２番、加藤学です。広報常任委員会からの報告です。

８月の３日水曜日、三朝町渓泉閣において、令和４年度鳥取県町村議会広報研修会が開催され

ました。

新型コロナ感染の第七波の拡大の折、広報常任委員全員の参加ではなく、各自治体から２人な

いし３人の参加となりました。

講師に広報アナリストの吉村潔氏を招き、「読まれ、信頼される議会広報のための効果的な編
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集・レイアウト」と題して研修が行われました。

内容は、鳥取県内の各自治体で作っている議会広報をテキストに、また時々、県外の自治体の

広報紙も交えて行われました。読み手の立場に立って、広報紙をまず手に取ってもらうにはどう

するべきか、もう一歩踏み込んで読んでもらうためにはどうするべきか、また、住民参加の広報

紙の紙面作りはどうするべきかなどの問題について行われました。

まず、広報紙を手に取ってもらうための一番の重要点となる表紙のレイアウトと写真の選定方

法について、広報紙を読んでもらうために中面のレイアウトと色使いをどうするか、また、１ペ

ージを見やすくするために使うフォント、それから文字間、それから行間、具体的な例を挙げて

解説が行われました。

今回、南部町議会報は、昨年の１２月議会を取り上げた第７０号を提出して研修に参加しまし

た。この第７０号の中には「た戦者たち」という連たがあります。これは主に白川議員と 田議

員がインタビューと編集を行って連たしているものです。南部町で新しい事業、新しい仕事、起

業をする若い人たちを取り上げて、当初は「た戦する若者たち」と題して不定期連たしておりま

したが、た戦者は若者だけではないだろうということで、この号からただ単に「た戦者たち」、

そして連たをするためにＶｏｌ．１、ボリューム１としました。そして、このた戦者たちが様々

な住民・グループの参加になるよい例として取り上げられて、これからも続けてほしいという紹

介を受けております。景山議長から南部町議会だよりがよい例として取り上げられたのは初めて

ではないかということでしたので、報告に付け加えておきます。

現在、南部町議会だよりはいろいろと編集を変えております。今まで一般質問は壇上からの質

問とそれに対する回答だけを２分の１ページで掲たしておりました。仲田議員が広報常任委員長

のときに、一般質問のページを１人１ページにしてはどうかという提案がありましたが、これを

完成させるのに約４年かかっております。

それから、現在、表紙にＱＲコードを入れて、南部町のホームページの過去の議会だより、そ

れから議会の内容が見えるようにしております。それから、６月議会の号からは一般質問の質問

者の顔写真の下にＱＲコードを入れて、スマホで一般質問の動画が見れるようにしました。これ

はほとんどが 田議員のは力によるものです。

若い人に、より多くの町民の人になんぶ議会だよりを手に取ってもらい、読んでもらうにはど

うしたらいいのか、それからまた紙としての議会だよりと、それから動画としての一般質問、こ

れのすみ分けをどうするべきか、まだ紆余曲折いろいろあると思いますが、今回の研修会の資料

は議会事務局で閲覧できるようにしております。以上、広報常任委員会からの報告です。
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○議長（景山 浩君） 次に、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会の報告を受けます。

白川立真君。

○南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会議員（白川 立真君） 報告いたします。去る８月１７日、

南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されましたので、報告をいたします。

定例会に提出された議案は２議案で、令和３年度歳入歳出決算認定、令和４年度補正予算（第

１号）であります。

初めに、令和３年度決算認定につきましては、歳入総額２億３，０８８万８，６６２円、歳出

総額２億２，０９１万６，６９４円で、歳入歳出差引き額９９７万１，９６８円、実質収支額も

同額の９９７万１，９６８円でした。

歳入のうち１億６，４２０万９，０００円が両町の負担金であり、南部町が８，００３万５，

４６７円、伯耆町が８，４１７万３，５３３円でした。

可燃ごみ搬入量につきましては、年間で４，２２３．５３トンであり、前年度比に比べ９７．

９２トンの減少でした。収集量は７７．７８トンの減少、直接搬入量も２０．１４トンの減少と

なりましたが、人口の減少や高齢化、食生活や生活スタイルの変化など、いろいろな要因がある

との説明でした。実際、スーパーなどでも新型コロナウイルス感染症の拡大後は、惣菜は個包装

化され、直接触れないような工夫がされたり、飲食業はお弁当にしてテークアウトに切り替えた

りと変化したことにより容器の軟プラ類が多く見受けられ、ごみが軽くなっているように感じま

した。この令和３年度歳入歳出決算認定については、全会一致で原案のとおり認定されました。

次に、令和４年度補正予算は、前年度繰越金を歳入で計上し、繰越金を２町にそれぞれ返還す

るための償還金と、昇格に伴う一般職の給料、電気料金高騰による光熱水費が提案されました。

補正額は歳入歳出それぞれ９９７万円を増額し、歳入歳出の予算総額を２億１，４２４万円とす

るものでありました。この令和４年度補正予算については、全会一致で可決されました。

議案書は事務局に供しておりますので、閲覧のほどよろしくお願いいたします。以上、報告を

終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、南部箕蚊屋広域連合議会定例会についての報告を受けます。

細田元教君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（細田 元教君） 南部箕蚊屋広域連合議会８月定例会の報告をい

たします。

去る８月３０日、令和４年第２回南部箕蚊屋広域連合議会定例会が開催され、専決処分の承認

のほか、令和３年度一般会計決算、介護保険事業特別会計決算並びに令和４年度一般会計補正予
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算、介護保険事業特別会計補正予算が提案されました。

専決処分では、介護保険条例の一部を改正し、令和３年度に引き続き令和４年度においても、

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれる方等の介護保険の第１号保険料の

減免を実施することについて承認されました。

令和３年度一般会計決算は、歳入総額５億３，５０９万２，０００円、歳出総額５億３，０２

９万９，０００円で、歳入歳出差引き額は４７９万３，０００円でした。前年度と比較し、歳入

は１，８２８万２，０００円、３．３％の減、歳出は１，８９５万８，０００円、３．５％の減

でした。減額の主な要因は、地域包括支援センター職員の給与等負担金の減となっています。

介護保険事業特別会計決算は、歳入総額３１億６，５１９万円、歳出総額３０億７０４万円で、

歳入歳出差引き額は１億５，８１５万円でした。昨年度と比較し、歳入は３，４０８万２，００

０円、１．１％の増、歳出は１８８万３，０００円、０．１％の減でした。保険給付費は２８億

１，２２７万４，０００円と、前年度と比較し１，３３２万５，０００円、０．５％減となり、

計画値に対しては９５．９％の執行となりました。

令和４年度補正予算は、一般会計では、歳入歳出それぞれ２，４５６万円増額し、歳入歳出総

額は５億４，９５６万円となりました。

介護保険事業特別会計では、歳入歳出それぞれ１億５，８１４万５，０００円を増額し、歳入

歳出総額は３２億６，３１４万５，０００円となりました。

一般会計、特別会計とも令和３年度決算に基づく補正が主なものでした。

決算、補正予算ともに総務民生常任委員会に付託し、審査された結果、本会議で認定、可決さ

れました。

以上、南部箕蚊屋広域連合議会の報告を終わります。

資料は議会に閲覧となっておりますので、御確認ください。以上です。

○議長（景山 浩君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第５ 報告第３号 及び 日程第６ 報告第４号

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。この際、日程第５、報告第３号、令和３年度決算に

基づく健全化判断比率について及び日程第６、報告第４号、令和３年度決算に基づく資金不足比

率についてを一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。
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町長より報告を受けます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。それでは、報告書で説明をしていきたいと

思います。御準備をよろしくお願いします。報告第３号、令和３年度決算に基づく健全化判断比

率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和３年度決算に基づ

く健全化判断比率を次のとおり報告いたします。

次ページを御覧ください。令和３年度決算に基づく健全化判断比率報告書でございます。これ

により各指標、数値の御説明をいたします。令和３年度決算について算定したところ、いずれの

指標についても早期健全化基準を下回りました。

実質赤字比率は、一般会計、住宅資金貸付事業特別会計及び墓苑事業特別会計を合算し、算出

いたします。また、連結実質赤字比率は、病院事業会計や水道事業会計を含む本町の全ての会計

を合算し、町全体として赤字の有無を判断するものでございます。例年同様、令和３年度決算に

おきましても、両指標について赤字額は算出されませんでした。

次に、実質公債費比率、将来負担比率でございますが、これは南部町の借入金の返済額の大き

さや、町全体の負債の大きさを示す指標でございます。令和３年度は実質公債費比率１０．１％、

将来負担比率１１．９％と、いずれも早期健全化基準の２５％、３５０％を下回っており、問題

はございませんでした。

続きまして、令和３年度決算に基づきます資金不足比率について説明をいたします。報告第４

号です。報告第４号、令和３年度決算に基づく資金不足比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和３年度決算に基

づく資金不足比率を次のとおり報告いたします。

次ページをお願いします。令和３年度決算に基づく資金不足比率報告書でございます。各特別

会計の決算に基づき、資金不足比率を算定した結果、全ての会計で資金不足は生じておりません

でした。したがいまして、資金不足比率も算出されず、経営健全化基準の２０％を下回っており

ます。各会計とも健全な経営がなされていることから、一般会計への影響は大きくなく、問題は

ございませんでした。以上、報告いたします。

○議長（景山 浩君） これで報告第３号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率について及

び報告第４号、令和３年度決算に基づく資金不足比率についてを終わります。

・ ・
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日程第７ 報告第５号

○議長（景山 浩君） 日程第７、報告第５号、法人の経営状況についての報告を受けたいと思

います。

まず、西伯郡南部町土地開発公社についての報告を受けます。

企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。報告第５号、法人の経営状況についてです。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、次の法人の経営状況を説明する資料を別添の

とおり議会に提出いたします。

私のほうからは、令和３年度の西伯郡南部町土地開発公社の経営状況を御報告いたします。こ

ちらのほうは３月に開催した理事会にて御承認をいただいているものでございます。

報告書を開いていただきまして、事業報告書を要約して説明をいたしたいと思います。

１ページ目のミトロキリサイクルセンターにおきましては、既に平成２５年度末で残土の受入

れが終了しております。受入れ実績につきましては、４７万１，７２９立方メートルであります。

令和３年度についても、土地の移動であったり、それから大規模な工事というものは行ってい

ないということを御報告いたします。

それでは、５ページをお開きください。５ページは損益計算書となっております。

損益計算書のうち、事業収益についてはございません。

それから、次の段の事業総利益についてもございません。

販売費と一般管理費がマイナスの８万５７５円、それに営業外収益の１１５円、その他特別損

益はございませんので、当期の純利益はマイナスの８万４６０円という具合になっております。

続けて、１２ページを御覧ください。１２ページについては、剰余金の計算書をつけておりま

す。令和２年度末の繰越利益準備金が７７３万８，７６８円でございます。先ほどの当期純利益

の８万４６０円を差し引きまして、令和３年度末の繰越利益準備金が７６５万８，３０８円とい

う具合になっております。

今後も公有地の拡大の推進に関する法律を遵守いたしまして、引き続き経費削減に努めて健全

な財務運営を心がけたいという具合に考えております。以上、報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、株式会社緑水園についての報告を受けます。

産業課長、藤原宰君。

○産業課長（藤原 宰君） 産業課長です。それでは、株式会社緑水園について報告をさせてい

ただきます。
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まず、事業報告書のほうから説明をいたします。１ページ、２ページを御覧ください。令和３

年度におきましても、１年を通じてコロナウイルス感染拡大の影響は甚大でして、外出の自粛要

請や営業時間の短縮要請などによる、緑水園をはじめとする関係施設への来客数は大幅に減少し

ております。営業収益は前年対比で６９％、約７割程度の減少する状況となりました。

しかしながら、そのような中でも一昨年前から開始されたテークアウト、これは配達もされて

おりますが、これを継続され、実施されたことや、新たに法要等へ料理提供など、積極的に行わ

れまして、来ていただく緑水園からお届けする緑水園への営業形態の転換によりまして売上げを

確保、また、食堂等においては新メニューの開発、それから提供で新たな来店者の確保など、全

職員一丸となって対策に当たられまして、コロナ関連の補助金の活用なども併せて、コロナ禍の

この厳しい状況を独自の対策で乗り切ってこられたという状況になっています。

次に、決算状況について説明をいたします。まず、４ページの損益計算書のほうをお願いしま

す。指定管理収入を含みます令和３年度の売上高の合計は６，６７２万１，１５６円、売上原価

は１，３６４万８，９５９円で、差引きいたしまして売上総利益は５，３０７万２，１９７円と

なっています。令和２年度の売上げの総利益は７，５１０万７，２１５円でしたので、比較をい

たしまして約２，２００万円の収益減となっております。

次に、販売費及び一般管理費ですけれども、７，００２万８，３４６円で、令和２年度と比較

しまして、約３３０万円増加をしております。

内訳につきましては、科目ごとの決算金額が５ページのほうに示してありますので、御確認を

お願いします。これによりまして、令和３年度の営業収益は１，６９５万６，１４９円の赤字を

計上しています。

次、営業外収益として１，０５２万５，９０３円の決算となっておりますが、そのうち雑収入

として９８５万６，１２０円が計上されています。収益の内容としては、コロナ関係補助金、そ

れから本町が補助しました竹林資源活用促進事業補助金などとなっています。このほか、過年度

法人税の還付等を相殺いたしまして、令和３年度の決算は５３５万１，２９０円の赤字決算とな

っています。

３ページのほうに戻っていただきまして、貸借対照表についてですけれども、先ほどの令和３

年度の決算状況を反映しまして、５，３１１万１，４４９円となります。

最後に、６ページのほうに株主資本等変動計算書がありますけれども、純資産の合計は期首残

高１，８５５万２，７５６円から令和３年度決算の損失額５３５万１，２９０円を差し引いて、

３年度期末残高としまして１，３１７万１，４６６円となっています。
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以上で株式会社緑水園の決算報告といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、一般財団法人南部町農村振興公社の報告を受けます。

産業課長、藤原宰君。

○産業課長（藤原 宰君） 産業課長です。引き続き今度は一般財団法人南部町農村振興公社に

ついて報告をいたします。こちらも１ページ目をお願いいたします。令和３年度事業報告です。

農作業の受託及び委託作業実績のほうになります。農村振興公社の主な事業は、水稲、大豆、そ

れからソバに関する作業受委託になります。

水稲の関係につきましては、全体の作業受託面積を前年度と比較しますと、令和３年度では２，

７２９．４アール、令和２年度が２５４１．１アールで、１８８．３アール増加し、７．４％の

伸びを示しています。

大豆につきましては、作業受託面積が、増加が見てとれますけれども、要因としては生産者の

方が令和２年度は大豆からソバに作付を転換されまして、令和３年度には大豆の作付に戻された

ということがあったため、今回の実績となっているようでございます。

一方で、ソバにつきましては、天候による不作が大きく影響しまして、大幅な減少となったも

のとお聞きしています。

各種作業の収入内訳、作業面積等の比較につきましては７ページと８ページ、こちらのほうに

お示しをしていますので、御確認をお願いします。水稲、大豆のほうにつきましては、あまり大

きな変動はありませんでしたが、先ほど申し上げましたとおりソバに関しては不作による影響が

大きく、受託収入の減少の大きな要因となっております。

次に、収支の状況についてです。まず、３ページ、それから４ページの正味財産増減計算書の

ほうを御覧ください。

経常収益は、基本財産運用益、それから事業収益、受け取り補助金等、雑収益、これを合計し

まして、経常収益の合計は６７９万６，２５５円。前年度と比較し、２８１万１，１３７円の減

となりました。農作業受委託収入の減少と南部町からの補助金収入の減によるものとなります。

次に、経常費用のほうです。事業費、管理費、こちらを合計して、経常費用の合計は５３５万

２，１０７円、前年度比較で１０３万７００円の減となりました。経常収益から経常費用を差し

引いた当期経常増減額は１４４万４，１４８円の増となりまして、これに経常外増減額２万１，

９９９円を加えました１４６万６，１４３円が当期の一般正味財産増減額、令和３年度分の黒字

決算となりました。これを受けまして、累積の決算を示します一般正味財産の期末残高は、令和

４年３月末で１，５８０万４，７２０円となり、指定正味財産を加えました期末残高が、２，５
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８０万４，７２３円が南部町農村振興公社の令和３年度の決算となっております。

そのほか、６ページのほうに令和３年度の収支決算の詳細を参考としてお示ししていますので、

後ほど御確認ください。以上で終わります。

○議長（景山 浩君） これで報告第５号、法人の経営状況についてを終わります。

ここで休憩を取ります。再開は２時１５分といたします。

午後２時００分休憩

午後２時１５分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第８ 議案第４５号 から 日程第２５ 議案第６２号

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。この際、日程第８、議案第４５号、令和３年度南部

町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第２５、議案第６２号、令和４年度南部町病

院事業会計補正予算（第１号）までを一括して説明を受けたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、日程第８、議案第４５号から日程第２

５、議案第６２号までの提案説明をお願いします。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。そういたしますと、令和３年度南部町一般

会計歳入歳出決算について御説明をいたします。

資料を確認したいと思います。説明には、議案書、それから歳入歳出決算書、Ａ３判の令和３

年度決算資料、この３点で御説明をしてまいりたいと思います。御準備をお願いします。

議案第４５号、令和３年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

そういたしますと、歳入歳出決算書、分厚いほうです。これの１１１ページをお願いします。

１１１ページでございます。１１１ページには実質収支に関する調書をつけております。歳入総

額８６億４，９９６万５，７５８円、歳出総額８２億７，５７９万３，０７４円で、差引き額は
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３億７，４１７万２，６８４円。翌年度へ繰り越すべき財源の８５０万３，２９９円を差し引い

た実質収支額は、３億６，５６６万９，３８５円となりました。

次に、Ａ３判の決算資料をお願いします。１ページからです。１ページでございます。上段の

表の中ほどを御覧ください。先ほど説明しました令和３年度実質収支額から前年度の実質収支を

差し引いた単年度収支額は、１億７，９３６万５，２５４円の黒字となり、当該単年度収支額に

財政調整基金への積立額を加算し、財政調整基金の取崩し額を差し引いたものに繰上償還額を加

算して求めた実質単年度収支額は、１億７，９８０万８，２２９円の黒字となっています。

次に、歳入の状況について御説明したいと思います。飛びますけども、決算書、もう一度お願

いします。決算書の２ページをお願いしたいと思います。２ページにはいろいろ書いてあります

けども、不納欠損額と収入未済額について御説明をいたします。

不納欠損額についてでございます。町税、一番上に書いてあります。町税が１０６万４，０９

４円となっています。

収入未済額につきましては、町税が２，９４５万１，５２７円。

続いて、４ページをお願いします。分担金及び負担金、これにつきましては３５７万１，９４

６円。

使用料及び手数料が６７６万４，２８３円などございまして、６ページの合計４，０１４万２

７４円となりました。

続きまして、Ａ３判のまた２ページをお願いしたいと思います。歳入の状況について御説明を

してまいります。昨年度と比較しまして、増減の主なものを説明いたします。

まず、自主財源についてでございます。町税が前年比８６１万３，０００円増加し、１０億３

３０万７，０００円となりました。この主な要因は、法人町民税（法人割）などの増に伴うもの

でございます。

分担金及び負担金が１，０７７万５，０００円減少し、６，９３８万６，０００円となりまし

た。主な要因につきましては、現年分の保育料、それから学校給食費等の減によるものでござい

ます。

寄附金です。１，６４１万２，０００円増加し、８，８７７万２，０００円となります。これ

はがんばれふるさと寄付金の増によるものでございます。

繰入金は、１億６，８９２万６，０００円の減で、２，６４３万５，０００円となります。こ

れは減債基金繰入金の減によるものでございます。

諸収入は４，５７０万１，０００円の減、１億１，４８７万２，０００円となりました。主に
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自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金、これにつきましては令和２年度に非常用発電設備の事業

の充当をしております。それから、コミュニティ助成事業助成金、これにつきましても令和２年

度の子どもの広場整備事業に充当しております。これなどの減によるものでございます。

自主財源の構成比率は１８．５％、前年度比で１．２％低くなっています。

次に、依存財源でございます。地方譲与税は、法人事業譲与税や森林環境譲与税の増によりま

して、８９８万６，０００円の増の８，６１０万４，０００円となりました。

地方消費税交付金は、１，７９６万９，０００円増の２億３，０７２万円となりました。

地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増によりまし

て、４７０万４，０００円増の１，２８４万３，０００円となっています。

地方交付税です。地方交付税は、普通交付税、特別交付税とも増額し、３億９，９２２万５，

０００円の増で、３７億５，６１６万６，０００円となりました。歳入全体の４３．４％と、依

然として大きな割合を占めています。

次に、国庫支出金は７億９，８２４万６，０００円減少し、１６億８３５万４，０００円とな

りました。主なものは特別定額給付金給付事業費補助金、これつきましては１人当たり１０万円

の給付を行いました。それと、地方創生拠点整備交付金、キナルなんぶの整備に使っております。

これの減。それから、高度無線環境整備推進事業補助金、これにつきましては光ファイバーの整

備。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増などが要因となります。

３ページをお願いします。県支出金でございます。２億８，４４５万６，０００円増の８億７

５万１，０００円となりました。主なものとしては鳥取県合板・製材生産性強化対策事業費補助

金、それから農地耕作条件改善事業費補助金が増額となりました。農地災害復旧事業費補助金な

どが減少しております。

町債についてでございます。７億５３０万円の減で、５億３，０５０万円となりました。主な

ものにつきましては複合施設整備事業債、光ファイバ整備事業債が減少し、サテライト拠点施設

整備事業債、かまくら山荘でございます。それと、災害復旧事業債が増額となっています。

続いて、依存財源の総額は、７億８，２９７万８，０００円減の７０億５，０３１万２，００

０円で、歳入全体の総額では１１億４６０万６，０００円減の８６億４，９９６万６，０００円

となりました。

下段にそれぞれの財源に占める構成割合をグラフにしています。地方交付税に大きく頼ってい

る南部町の財政構造が見てとれると思います。令和３年度は、特別定額給付金給付事業や地方創

生拠点整備事業の完了によりまして、国庫支出金が大きく減少しているところです。
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４ページをお願いします。続いて、歳出の状況について説明をいたします。まず、目的別の歳

出状況です。代表的なものを説明してまいります。

総務費は１７億８，８８５万６，０００円減で、２０億８，１４４万５，０００円となります。

特別定額給付金給付事業１０億７，０９８万６，０００円の減、複合施設整備事業で１２億５，

１２０万７，０００円の減や、南さいはくサテライト拠点整備事業で１億４，８６７万３，００

０円の増、光ファイバーの整備事業で１億９８１万６，０００円の増などが主な増減の要因とな

ります。

民生費は、１億８，０１１万７，０００円増の２４億７８９万８，０００円となります。南部

町ぬくもり燃料券配布事業、これにつきましては全世帯に１万円の燃料券を配布したものでござ

います。これにつきましては３，８７７万４，０００円の増、住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金、これが７，３１４万円の増、子育て世帯への臨時特別給付金事業、これが１億３，

５３３万２，０００円の増……（発言する者あり）

続けていいですか。（発言する者あり）

○議長（景山 浩君） 休憩します。

午後２時２８分休憩

午後２時２８分再開

○議長（景山 浩君） 再開します。

○総務課長（大塚 壮君） 続いて、子どもの広場整備事業で１，６９３万２，０００円の減な

どが増減の要因となります。

衛生費です。１億４，６１９万９，０００円の増で、１０億２，１３２万８，０００円となり

ます。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業で９，３４２万５，０００円の増、二酸化

炭素排出実質ゼロ推進事業が１，３９１万７，０００円の増、病院事業費が７，９０７万３，０

００円の増、上水道事業費が２，１３０万８，０００円の減などが主な増減の理由となります。

農林水産業費は、２億４，６７１万円増の７億５，６２５万２，０００円です。農地耕作条件

改善事業２，５７９万７，０００円の増、合板・製材生産性強化対策事業が２億４，０００万円

の増、県営農村地域防災減災事業、これにつきましては８９５万３，０００円の減、地籍調査事

業については１，６６７万１，０００円の減、これらが主な要因となります。

商工費です。商工費は３５８万１，０００円増で、１億１，４０４万５，０００円となります。

未来に伝える応援チケット購入事業【第２弾】、これにつきましては１，２４９万９，０００円
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の増、生活支援・地域活性化事業、これは商品券１人５，０００円分を配布した事業でございま

す。３，４３０万４，０００円の増、それからプレミアム商品券発行事業で３，７４９万６，０

００円の減などが主な要因となります。

次ページをお願いします。土木費です。３，９７７万８，０００円減の３億１，７６８万７，

０００円となります。道路改良事業が７４２万５，０００円の減、道路維持の事業、これが１，

７８７万６，０００円の減、公園管理事業、これが３３３万５，０００円の増などが主な要因で

ございます。

続いて、消防費です。４，６１８万９，０００円減の６，０２２万５，０００円となります。

災害対策事業、先ほども申し上げましたけども、非常用発電設備の整備が令和２年で終わってお

りますので、その分５，０５４万１，０００円の減となっています。

教育費です。５，７２９万６，０００円減の５億６，８６０万８，０００円となります。ＩＣ

Ｔ活用事業３，２９９万円の減、校内通信ネットワーク整備事業２，３４５万２，０００円の減

や、法勝寺中学校外壁改修事業１，９２５万３，０００円の増などが主な要因となります。

災害復旧費です。１億６，５１６万円増の２億１，６９８万１，０００円です。令和３年度の

７月、８月の豪雨災害などによりまして、農業用施設、林道、道路橋梁、河川などの災害復旧費

の増によるものとなっています。

公債費につきましては、７，３９３万５，０００円減の６億４，８７５万円となりました。

歳出全体の合計は、前年度比較１２億６，４４９万６，０００円減の８２億７，５７９万３，

０００円となりました。

下のほうにグラフをつけています。民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、災害復旧費以外

は全て減少しているところです。

６ページをお願いします。性質別の状況について御説明をいたします。上段のほうが義務的経

費となります。

人件費につきましては、５，７４５万２，０００円増の１２億８，８６８万９，０００円とな

りました。これにつきましては会計年度任用職員に係る報酬・給料が２，２９７万９，０００円

の増、会計年度任用職員の手当、これが１，０１１万６，０００円の増となり、退職手当組合負

担金が３９１万１，０００円の減、職員給料が２３１万６，０００円の減となっています。

続きまして、７ページ、お願いします。７ページの下段のほう、再掲欄を設けています。人件

費プラス投資的経費事業費支弁人件費欄を御覧ください。前年度と比較しまして５，８１３万円

増加しまして、１３億２，２６３万円となりました。
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６ページに戻っていただいていいですか。６ページです。続いて、扶助費でございます。２億

４，２８３万６，０００円増となり、１２億１３０万２，０００円となりました。各種臨時特別

給付金などによる増額が主な要因となっています。

公債費につきましては、７，３９３万５，０００円減の６億４，８７５万円となりました。

義務的経費全体では、２億２，６３５万３，０００円増の３１億３，８７４万１，０００円で、

歳出に占める構成比は３７．９％となっています。

次に、投資的経費でございます。普通建設事業費７億３，１０８万円の減で、１２億５，６３

９万円となっています。減額となった主なものにつきましては、複合施設整備事業で１１億４，

９７９万５，０００円、災害対策事業で５，０９６万８，０００円、校内通信ネットワーク整備

事業で２，３４５万２，０００円となります。

災害復旧事業は、令和３年７月、８月豪雨災害によるものが、１億６，５８７万４，０００円

増の２億１，７６９万５，０００円となりました。

投資的経費全体といたしましては、５億６，５２０万６，０００円減の１４億７，４０８万５，

０００円となり、歳出に占める割合は１７．８％となっています。

次に、７ページをお願いします。その他の経費について御説明をしてまいります。物件費１億

４，８３９万４，０００円減の１１億１，３２５万２，０００円で、複合施設整備事業で１億１

４１万２，０００円の減、プレミアム商品券発行事業で３，７４９万６，０００円の減、がんば

れふるさと寄付金事業で３，５２１万７，０００円の減などが主な要因となっています。

維持補修費は、２，２１６万９，０００円減の５，１５４万１，０００円となりました。

補助費等でございます。補助費等は、９億５，２７３万円減の１５億４，４４０万３，０００

円となりました。特別定額給付金支給事業で１０億６，７００万円、上水道事業費で２，１３０

万８，０００円の減などが主な要因でございます。

積立金でございます。２億４，３５０万７，０００円増の２億８，００９万７，０００円とな

りました。

一つ飛びます。繰出金です。４，６０４万３，０００円減の６億７，３４２万８，０００円と

なり、各特別会計への繰り出しとなっています。

結果といたしまして、その他経費全体では９億２，５８４万８，０００円減の３６億６，２７

６万２，０００円となり、歳出に占める割合は４４．３％となっています。

下段にグラフをつけておりますので、御確認をお願いします。このグラフを見ますと、人件費

の増加、それから普通建設事業費、補助費等の減少がお分かりいただけるかなというふうに思い
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ます。

８ページを御覧ください。８ページには基金の状況をつけています。財政調整基金、これにつ

きましては４４万２，９７５円を積み立て、８億２，２３０万２，３６４円となります。減債基

金は１億９，８０４万１，００４円を積み立てまして、１０億１，６２４万３，６１３円となり

ます。その他特定目的基金につきましては、計８，１６１万２，８３０円を積み立てまして、８

２７万５，２０８円を取り崩した結果、１４億６５０万５，２３２円となり、財政調整基金、そ

れから減債基金、その他特定目的基金の合計は３２億４，５０５万１，２０９円となりました。

このほか定額運用、特別会計を加えた総合計は、３４億８，５２０万６，１５６円となりまし

た。

続いて、地方債の状況です。令和３年度におきましては、５億３，０５０万円を発行いたして

おります。

元金償還金の償還額は６億２，３８７万７，０００円で、令和３年度末残高は６３億５，３８

７万８，０００円と、昨年度と比較して９，３３７万７，０００円減少しております。

続いて、９ページです。９ページには財政状況の推移を表しています。まず、標準財政規模で

す。３番目の表の右下の段、令和３年度の計を御覧ください。４６億７，０５４万円となりまし

た。昨年度に比べまして、２億５，５５８万６，０００円増加しています。標準財政規模は、標

準的な行政活動を行うために必要な経常的一般財源の規模で、近年は４３億から４４億円台で推

移をしてきましたが、令和３年度は地方消費税交付金や普通交付税の影響によりまして、４６億

円台まで増加をしてきています。

続いて、財政力指数でございます。先ほどの標準財政規模の下の欄に記たをしています。この

数値は１に近いほど財政的に自主財源に富んでいるということが言えると思います。令和３年度

の指数は、昨年の指数と比べますと０．０２５ポイント下降の０．２４４でございました。財政

的に依存財源に頼っているということには変わりはございません。財政運営の安定にはこの指標

の増加が目標であります。

続いて、１０ページを御覧ください。町税の推移でございます。町民税は法人町民税が増額し

たことによりまして、令和２年度と比較して増加をしています。固定資産税については、土地、

家屋ともに減少しています。これは評価替えによる減収によるものでございます。償却資産につ

きましては、令和３年度限りの新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の固定資産税の

負担軽減措置、これによりまして減少しているところでございます。

続いて、１１ページ、お願いします。経常収支比率でございます。上段の表の一番下、経常収
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支比率が８６．８となっています。その理由としましては、一番下の欄に分析していますように、

令和３年度は町民税におきまして、コロナ禍からの景気回復による法人町民税の増収やたばこ税

の増収により、対前年度で８６１万３，０００円増の１０億３３０万７，０００円となりました。

また、普通交付税におきましては、算定項目の新設、新しくできたものですけども、これつき

ましては地域デジタル社会推進費、それから臨時財政対策費、これが追加になりました。このこ

とによりまして２億７，７９２万３，０００円の増加となっています。

一方で、歳出の経常経費充当一般財源でございます。扶助費、公債費繰出金で減少いたしまし

たが、人件費、維持補修費、物件費、補助費等で増加し、全体で８９９万８，０００円の増加と

なりました。

その結果、歳出の増加は見られたものの、歳入の経常一般財源の大幅な増加によりまして、経

常収支比率は前年度より５．３ポイント下降しております。年次的に財政の硬直化が進んでいる

状況ではございましたが、令和３年度におきましては少しながら改善が見られたと思っています。

１２ページをお願いします。地方交付税でございます。

まず、普通交付税でございます。上の表の４段目の一本算定のところを御覧ください。令和３

年度は３２億１，６９３万８，０００円となりました。

特別交付税は、前年度と比較しまして１億２，１３０万２，０００円増加をいたしております。

交付税総額としては、臨時財政対策債を含めまして合計３９億２，４０４万２，０００円となっ

ています。

続いて、１３ページをお開きください。一般会計歳出決算額の性質別の推移について御説明を

いたします。平成２４年度からの推移を記たしているところです。

義務的経費におきましては、人件費、扶助費がともに伸びており、今後も伸びは想定されると

ころであり、義務的経費の増加につながっていくことが考えられます。

物件費、補助費等は、支出に占める割合は大きなものであります。

繰出金についても増加傾向にあり、今後も注視する必要があると思っています。

普通建設、災害復旧費については、年によって投資活動や災害発生の状況により決算額に変動

がございます。

令和３年度の特徴としましては、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策事業の影響

が大きく、扶助費は長期化するコロナ禍における各種特別給付金事業の実施や、障がい者福祉事

業において増加をしております。

公債費は、平成１３年度に借入れをいたしました鳥取県西部地震災害対策事業の償還が終了い
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たしたことにより減少をいたしました。

普通建設事業は、光ファイバ整備事業や合板・製材生産性強化事業といった大規模な事業を行

いましたが、令和２年度の複合施設整備事業の減額が大きく、前年度より大幅に減少しておりま

す。

災害復旧事業は、令和３年度、７月、８月の豪雨等、激甚災害が発生したことにより増加をい

たしております。

補助費等は、新型コロナウイルス感染症対策事業関連の南部町ぬくもり燃料券配布事業や、新

型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業等の増加に加え、病院事業への補助や、スマート農

業社会実装促進事業が増加いたしましたが、令和２年度に行いました特別定額給付金給付事業の

減額が大きく、前年度より大幅に減少しておるところです。

続いて、１４ページをお願いします。公債費の推移を表しています。令和３年度の公債費負担

比率は１１．８ポイントと、昨年度と比較しましてマイナス２．０ポイントとなりました。

次に、実質公債費比率です。過去３年間の比率の平均が１８％を超えると地方債の発行には許

可が必要となります。２５％を超えると一定の種類の地方債の発行が認められなくなります。令

和３年度のこの間の３年度分の平均は１．３ポイント減の１０．１ポイントとなっています。

次に、普通会計の地方債現在高の推移でございます。中ほどの表を御覧ください。令和３年度

は、サテライト拠点施設整備事業や法勝寺中学校外壁改修事業で合併特例債を借り入れて、災害

対策事業、これは非常用発電設備の整備でございます。それや福祉センター管理事業におきまし

て、ヒートポンプチラーの更新などで緊急防災減災事業債を借り入れております。令和３年度末

においては６３億５，３８７万８，０００円となりました。

続いて、１５ページをお願いします。１５ページにつきましては、地方債の現在高に対する基

金残高と算入交付税の推移でございます。平成２３年度より基金残高と算入交付税を加えたもの

が起債残高を上回るようになり、令和３年度末においては２０億６６７万９，０００円上回って

おります。近年、基金の取崩しによって収支のバランスを維持してきておりますが、起債残高の

減少がそれを上回るため、将来負担への抑制が保たれている状況でございます。

次に、一般会計等歳出決算額、性質別のうち、人件費の推移でございます。合併当初は１８８

人の職員数でございました。令和３年度におきましては１２８人、ほぼ３分の２になっています。

令和３年度から会計年度任用職員、これはフルタイムでございますけども、この方々が共済組合

の加入となったことや、新型コロナウイルスワクチン接種の実施における時間外手当の増加した

こともありまして、総人件費では前年度比５，７４５万２，０００円増の１２億８，８６８万９，
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０００円となりました。

最後に、今度は決算書です。２１３ページでございます。２１３ページには財産に関する調書、

それから２１７ページには定額基金の運用状況を記たしておりますので、後ほどお読み取りをい

ただきたいと思います。

長時間にわたりましたけども、私のほうからの説明は以上でございます。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。議案書と決算書で説明させていただきます。

議案書の２ページを御覧ください。議案第４６号、令和３年度南部町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１３３ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。１番、

歳入総額は１３億６，５７６万９６４円、２番、歳出総額は１３億４，８８７万７，９５３円、

３番、歳入歳出差引き額は１，６８８万３，０１１円です。４番、翌年度へ繰り越すべき財源は

ございませんので、５番、実質収支額は１，６８８万３，０１１円となります。６番、そのうち

基金の繰入額はございません。

１２３ページをお願いします。歳出から説明させていただきます。主なもので説明させていた

だきます。１款総務費です。予算現額９６１万１，０００円に対しまして、支出済額８６６万１，

７６１円でした。

１目一般管理費は、国保事務に要する経常的支出となります。委託料は電算処理業務委託、負

担金補助及び交付金は国保連合会への負担金であります。

２款保険給付費です。予算現額１０億３，９２０万２，８０４円に対しまして、支出済額１０

億３，２０５万９１円でした。内訳としまして、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費が

支出済額の８億８，２９１万５，１２５円で、国民健康保険の一般被保険者が医療に要した費用

の公費の負担部分となります。

３目一般被保険者療養費の支出済額３９５万８，８５４円は、一般被保険者が補装具、整体師

等の医療を補完する費用に支出した公費負担分になります。

５目審査支払手数料の支出済額２６６万５，１９４円は、鳥取県国保連合会に支払うレセプト

審査の手数料になります。
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２項高額療養費は、予算現額１億４，１０９万１，８０４円に対しまして、１億４，１０９万

９１８円支出しております。高額療養費は、一月に支払われた医療費の本人負担額が個人ごとの

限度額を超えていた場合に超えた部分を支給するものになります。

１２５ページをお願いします。４項１目出産育児一時金は、予算現額８４万円に対して、８４

万円を支出しております。昨年は２名ありました。

５項葬祭諸費、１目葬祭費は、予算現額６８万円に対しまして、５８万円を支出しております。

喪主に対して支払われる葬祭費です。昨年は２９名に支払っております。

３款国民健康保険事業費納付金は、予算現額２億６，９９８万９，０００円に対しまして、２

億６，９９８万７，５３０円を支出しております。こちらは鳥取県に支払う納付金です。医療給

付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分で負担しております。

１２７ページをお願いします。６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診

査等事業費です。予算現額８５０万９，０００円に対しまして、７３７万２，１９１円を支出し

ております。被保険者の生活習慣病を中心とした疾病予防と、医療費の伸びを抑制することを目

的に行う特定健診などの費用になっております。

２項保健事業費は２，０９５万５，０００円の予算現額に対しまして、１，９６７万６，１４

７円を支出しております。１目保健施設普及費は、人間ドック、がん検診等に係る支出です。２

目健康施設管理費は、健康管理センターすこやかの管理に係る支出になっております。

１２９ページをお願いします。７款基金積立金は補正により１，５００万円を計上し、５００

万円を基金に積み立てております。

８款諸支出金、２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金は、西伯病院が行う健康管理事業な

どに対して特別調整交付金で交付決定となった金額を西伯病院に繰り出したものです。５８０万

４，０００円を支出しております。

１３１ページをお願いします。歳出合計額としまして、予算現額１３億７，００２万４，００

０円に対し、支出済額１３億４，８８７万７，９５３円となりました。

続きまして、歳入になります。１１７ページをお願いします。１款国民健康保険税は、調定額

２億３，４７９万３，５８１円に対し、収入済額が１億９，５２２万７，４５５円、不納欠損額

が８１万４，６６０円、収入未済額が３，８７５万１，４６６円でした。現年の徴収率は９６．

２２％となっております。節ごとの内訳につきましては、御覧いただきますようにお願いします。

３款国庫支出金、１目災害等臨時特例補助金の調定額は３１万３，０００円に対し、収入済額

は３１万３，０００円でした。これはコロナによる保険料減免に対する補助になります。
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１１９ページを御覧ください。以下、調定額と収入済額は同額でございますので、調定額は省

かせていただきます。

５款県支出金、２項県補助金、１目保険給付費等交付金です。収入済額は１０億７，０２５万

３，１０５円です。内訳は、普通交付金が１０億２，８６９万１０５円、特別交付金が４，１５

６万３，０００円でございます。

８款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金は、収入済額９，１４６万６，５５７円です。

これは出産育児一時金、事務費、基盤安定、財政安定支援事業に充てるものになっております。

９款繰越金は６５０万９，３０７円で、令和２年度からの繰越金になります。

１０款諸収入、２項雑入、３目一般被保険者返納金は、収入済額１９１万１，５００円で、国

保喪失後に保険証を使用されたことによる返納金になります。

歳入合計としまして、調定額１４億５３２万７，０９０円、収入済額１３億６，５７６万９６

４円、不納欠損額８１万４，６６０円、収入未済額３，８７５万１，４６６円でした。

以上、国民健康保険事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

続きまして、後期高齢になります。議案書の３ページを御覧ください。議案第４７号、令和３

年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１４６ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。１番、

歳入総額は１億５，０２６万２，１２５円、２番、歳出総額は１億４，９４０万２，８５４円、

３番、歳入歳出差引き額は８５万９，２７１円です。４番、翌年度へ繰り越すべき財源はござい

ませんので、５番、実質収支額は８５万９，２７１円となります。６番、そのうち基金の繰入額

はございません。

１４２ページをお願いします。歳出から説明をさせていただきます。１款総務費です。予算現

額２２４万３，４７０円に対しまして、支出済額１９７万６，３２９円でした。１項総務管理費

は保険証交付に係る事務費、２項徴収費は保険料を集めるための事務費になります。

２款分担金及び負担金です。予算現額１億４，２８９万４，０００円に対しまして、支出済額

１億４，１４３万３，９３４円でした。これは徴収した保険料と事務費負担分を後期高齢者医療

広域連合に支出するものになります。

４款保健事業費、１項健康保持増進事業費、１目健康診査費です。予算現額５６２万６，００

０円に対しまして、支出済額４８４万３，８４０円でした。これは健診に係る支出になっており
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ます。

１４４ページをお願いします。歳出合計は、予算現額１億５，２０３万９，０００円に対しま

して、支出済額は１億４，９４０万２，８５４円でございました。

続いて、歳入になります。１３８ページをお願いします。１款後期高齢者医療保険料です。調

定額１億１１４万３７円に対しまして、収入済額は１億６０万２，５７９円、収入未済額は５３

万７，４５８円でした。

４款繰入金は、４，２８２万６，１３７円を収入しております。事務費繰入れ分と基盤安定繰

入れ分になります。

５款繰越金は、前年度繰越金として７７万２，６９１円の収入になります。

６款諸収入、２項還付金及び還付加算金は１２７万１，３００円を収入しております。これは

保険料の還付金について後期高齢からの収入になります。

１４０ページお願いします。３項雑入は４７７万１，０９８円を収入しております。広域連合

からの健康診査委託金の収入になります。

歳入合計は、調定額１億５，０７９万９，５８３円、収入済額は１億５，０２６万２，１２５

円、収入未済額は５３万７，４５８円でした。

以上、後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

続きまして、墓苑会計に行かせていただきます。議案書の４ページを御覧ください。議案第４

８号、令和３年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１５５ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。１番、

歳入総額は１４３万９，４６８円、２番、歳出総額は１４３万９，４６８円、３番、歳入歳出差

引き額はゼロです。４番、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、５番、実質収支額は

ゼロ円となります。６番、そのうち基金の繰入額はございません。

１５３ページをお願いします。歳出から説明をさせていただきます。１款総務費です。墓地の

管理に要する経費になります。予算現額７７万２，０００円に対しまして、支出済額は７７万７

６８円でした。委託料は、西伯墓苑の管理委託になります。

２款諸支出金、１項償還金、１目償還金は、西伯墓苑と円山墓地の返還に対しまして使用料を

返還したものです。予算現額６６万９，０００円に対しまして、６６万８，７００円を支出して

おります。
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歳出合計は、予算現額１４４万１，０００円に対しまして、支出済額は１４３万９，４６８円

でございました。

続いて、歳入になります。１５１ページをお願いします。１款使用料及び手数料です。調定額

は９４万２，０２０円に対しまして、収入済額は９２万８，２８０円でした。収入未済額は１万

３，７４０円でした。こちら墓地の使用料と墓地の手数料になります。手数料は西伯墓苑からの

収入になります。

３款繰越金は３０万６，５２０円でした。

歳入合計は、調定額１４５万３，２０８円、収入済額は１４３万９，４６８円、収入未済額は

１万３，７４０円でした。

以上、墓苑事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 税務課長、三輪祐子君。

○税務課長（三輪 祐子君） 税務課長でございます。初めに、議案書のほうを説明いたします。

議案第４９号、令和３年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書で説明をいたしますので、決算書の１６４ページをお開きください。実質収

支に関する調書です。歳入総額は９６０万９，８０９円、歳出総額は９６０万９，８０９円、歳

入歳出差引き額はゼロ円、実質収支額もゼロ円でございます。

それでは、歳出から御説明をします。１６２ページをお開きください。１款総務費、１項総務

管理費、１目一般管理費です。予算現額８７０万５，０００円に対しまして、支出済額８７０万

４，１９９円でございます。これは全て貸付金の徴収に係る事務経費、報酬１９万円、需用費１

万９０８円、役務費２万２，０００円を合計した２２万２，９０８円と、令和３年度で住宅資金

貸付事業特別会計を廃止し、残った残余金８４８万１，２９１円を一般会計へ繰り出したもので

ございます。

次に、２款公債費、１項公債費、１目元金です。予算現額８８万９，０００円に対しまして、

支出済額は８８万８，２５１円でございます。これは住宅新築資金及び宅地取得資金の地方債の

元金の償還金でございます。

次に、２目利子です。予算現額１万８，０００円に対しまして、支出済額は１万７，３５９円

でございます。これは地方債の償還金に係る利子となっております。

続きまして、歳入を御説明いたします。１６０ページをお開きください。１款県支出金、１項
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県補助金、１目助成事業費県補助金でございます。調定額１６万７，０００円、収入済額も同額

の１６万７，０００円でございます。これは徴収に係る事務経費に対する県補助金となっており

ます。

次に、２款繰越金です。調定額６４７万８，２８９円、収入済額も同額の６４７万８，２８９

円でございます。

次に、３款諸収入、１項貸付金元利収入でございます。貸付金元利収入につきましては、住宅

新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金の元利収入となっております。それぞれの資金の現年度

分と滞納分を合わせまして、貸付金元利収入は調定額９，０６６万８，４５８円、収入済額が２

９６万４，５２０円、収入未済額が８，７７０万３，９３８円でございます。この収入済額は全

て滞納繰越分の収入となっております。

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） ここで休憩を入れたいと思います。再開は３時３０分といたします。

午後３時１７分休憩

午後３時３０分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

建設課長、岡田光政君。

○建設課長（岡田 光政君） 建設課長です。私のほうからは、農業集落排水事業、浄化槽整備事

業、公共下水道事業の３つの特別会計につきまして、続けて説明のほうさせていただきます。よ

ろしくお願いします。

それでは、議案書の６ページを御覧ください。議案第５０号、令和３年度南部町農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書の１７７ページを御覧ください。実質収支に関する調書です。歳入総額が２

億４，５７４万４，７３６円、歳出総額が２億４，５７２万５，８７６円、歳入歳出差引き額は

１万８，８６０円です。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額は１万８，８

６０円となります。

１７３ページをお願いします。まず、支出のほうから説明させていただきます。１款総務費で、

支出済額８，０７１万９，２０５円で、不用額のほうは２６１万９，７９５円です。これは主に
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職員給与費や、施設の維持管理費等を支出しております。

次に、２款公債費です。支出済額１億６，５００万６，６７１円で、不用額は２８万７，３２

９円です。これは起債の償還元金と利子になっております。

３款予備費のほうは、支出はありません。

１７５ページをお願いします。歳出合計は、支出済額２億４，５７２万５，８７６円で、不用

額は２９２万６，１２４円になります。

１６９ページをお願いします。続きまして、歳入でございます。１款分担金及び負担金です。

調定額３７１万１，４４１円、収入済額７０万円、収入未済額は３０１万１，４４１円になりま

す。

２款使用料及び手数料です。調定額７，６１２万６，９４４円で、収入済額は７，２１７万４，

９６９円、収入未済額は３９５万１，９７５円です。

３款の国庫支出金はございません。

４款繰入金です。調定額１億３４３万３１１円、収入済額は同額です。これは一般会計からの

繰入金になっております。

５款繰越金です。調定額１５万２，０５６円、収入済額は同額です。

１７１ページをお願いします。６款諸収入です。調定額１８万７，４００円、収入済額は同額

です。これは雑入としまして、消費税の確定申告還付金になっております。

７款町債です。調定額６，９１０万円、収入済額は同額です。これは資本費平準化債などの借

入れを行っております。

歳入総額は、調定額２億５，２７０万８，１５２円で、収入済額２億４，５７４万４，７３６

円、収入未済額は６９６万３，４１６円になります。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

続きまして、議案書のほうに戻っていただきまして、７ページをお願いします。議案第５１号、

令和３年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書のほうの１９０ページをお願いします。初めに、実質収支に関する調書です。

歳入総額が６，０５５万７，９３７円、歳出総額が６，０５５万７，９３７円、歳入歳出の差引

き額はゼロ円です。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額はゼロ円になりま

す。
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１８６ページをお願いします。歳出のほうから御説明します。１款総務費です。支出済額４，

４８８万４，４６２円、不用額は７３８万２，５３８円になります。これは主に浄化槽の維持管

理費と新設工事に係るものでございます。

次に、２款公債費です。支出済額１，５６７万３，４７５円、不用額は１１万２，５２５円で

す。これは起債の償還元金と利子になります。

３款予備費の支出はありません。

１８８ページをお願いします。歳出合計は、支出済額６，０５５万７，９３７円、不用額は７

６４万２，０６３円となります。

１８２ページをお願いします。次に、歳入のほうです。１款分担金及び負担金です。調定額１

９１万５，０００円に対しまして、収入済額１５０万円、収入未済額は４１万５，０００円です。

これは浄化槽設置に係る分担金になっております。

２款使用料及び手数料です。調定額が２，１５２万６，２８２円、収入済額２，０３０万９，

３５６円、収入未済額は１２１万６，９２６円になります。

３款国庫支出金です。調定額１７４万８，０００円、収入済額は同額です。これは浄化槽設置

に係る国庫補助金になっております。

４款繰入金です。調定額２，８３６万２，４０１円、収入済額は同額です。これは一般会計か

らの繰入金になっております。

５款繰越金です。調定額１万４，９８０円、収入済額は同額です。

１８４ページをお願いします。６款諸収入です。調定額１２万３，２００円、収入済額、同額

です。これは雑入として消費税確定申告による還付金になっております。

７款町債です。調定額８５０万円、収入済額は同額です。これは浄化槽設置工事に係る起債の

借入れになっております。

歳入合計は、調定額６，２１８万９，８６３円、収入済額が６，０５５万７，９３７円、収入

未済額は１６３万１，９２６円になります。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書のほうに戻っていただきまして、８ページをお願いします。議案第５２号、

令和３年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書の２０３ページをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額は１
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億６，７０５万５，２７３円、歳出総額が１億５，８０８万６，２２３円、歳入歳出の差引き額

は８９６万９，０５０円になります。翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額が８９２万

６，０００円ですので、実質収支額は４万３，０５０円となります。

１９９ページをお願いします。歳出から説明いたします。１款総務費です。支出済額５，９５

９万７，０３３円、翌年度繰越額は繰越明許費で８９２万６，０００円ですので、不用額は２７

５万３，９６７円となります。これは主に職員給与費や、施設の維持管理費を支出してるもので

す。繰越明許費につきましては、阿賀地内の国道１８０号線舗道にあります下水道マンホールの

更新工事に伴うものになっております。

次に、２款公債費です。支出済額９，８４８万９，１９０円、不用額は１２万１，８１０円で

す。これは起債の償還元金と利子になっております。

３款の予備費の支出はありませんでした。

２０１ページをお願いします。歳出合計は、支出済額１億５，８０８万６，２２３円、翌年度

繰越額が８９２万６，０００円ですので、不用額は２９８万７，７７７円となります。

１９５ページをお願いします。続きまして、歳入のほうの説明をいたします。１款分担金及び

負担金です。調定額９１７万１，４２１円、収入済額２１６万３，０００円、収入未済額は７０

０万８，４２１円です。

２款使用料及び手数料です。調定額７，１０９万３，４５８円、収入済額６，８８７万６，３

３８円、収入未済額は２２１万７，１２０円になります。

３款の国庫支出金はございません。

４款繰入金です。調定額６，８４４万１，６４９円、収入済額は同額です。これは一般会計か

らの繰入金になります。

５款繰越金です。調定額６万４，８８６円、収入済額は同額です。

１９７ページをお願いします。６款諸収入です。調定額３０万９，４００円、収入済額は同額

です。これは雑入としまして消費税確定申告による還付金になっております。

７款町債です。調定額２，７２０万円、収入済額は同額です。これは資本費平準化債などの借

入れを行っております。

歳入合計は、調定額１億７，６２８万８１４円、収入済額は１億６，７０５万５，２７３円、

収入未済額は９２２万５，５４１円となります。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。
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○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。議案書の９ページをお願いします。議案第

５３号、令和３年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の２１２ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。１番、

歳入総額は６，７８１万１，４４８円、２番、歳出総額は６，４０３万１，２７８円、３番、歳

入歳出差引き額は３７８万１７０円です。４番、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、

５番、実質収支額は３７８万１７０円となります。そのうち基金への繰入額はございません。

２１０ページをお願いします。歳出から説明させていただきます。１款総務費、１項総務管理

費、１目維持管理費です。鶴田の太陽光発電施設の施設維持に係る経費になります。予算現額は

２，８５２万７，０００円に対し、支出済額は２，４６８万５，７７３円でした。需用費は、主

なものとしてはパワコンの修繕になります。積立金は基金に８５８万４，０００円を積み立てま

した。公課費は消費税及び地方消費税分になります。

２款環境費は、一般会計で行っている自然エネルギー関係への補助金として一般会計へ繰り出

したものになります。９６７万８，５３９円を支出しております。

３款公債費は２，９６６万６，９６６円を支出しており、電気事業債の償還のための元金と利

息分になります。

歳出合計は、予算現額７，０６１万５，０００円に対しまして、支出済額は６，４０３万１，

２７８円でございました。

続きまして、歳入になります。２０８ページをお願いします。４款諸収入、１項収益事業収入、

１目売電収入になります。予算現額６，６４２万９，０００円に対しまして、調定額は６，４０

５万２，０３２円、収入済額は同額になります。

歳入合計は、調定額及び収入済額は６，７８１万１，４４８円でした。

以上、太陽光発電事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 建設課長、岡田光政君。

○建設課長（岡田 光政君） 建設課長です。それでは、議案書の１０ページを御覧ください。議

案第５４号、令和３年度南部町水道事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和３年度南部町水道事業会計決算を別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、別冊の水道事業会計の決算報告書のほうで説明をいたしますので、御準備のほうを
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お願いします。１ページ目から順に説明してまいります。それでは、まず初めに収益的収入及び

支出の収入のほうから説明します。第１款水道事業収益は、営業収益と営業外収益、それから特

別利益を合計しまして、決算額２億２，６０６万５，９１０円です。予算額に比べて決算額の増

減は６０万１，９１０円の増額になっております。

２ページ目をお願いします。続きまして、支出です。第１款水道事業費用は、営業費用と営業

外費用を合計しまして、決算額２億７２７万２，０５５円。不用額は３７５万７，９４５円とな

ります。

３ページ目をお願いします。資本的収入及び支出の収入のほうから説明します。第１款資本的

収入は企業債と出資金を合計しまして、決算額３，５５４万６，７３６円です。予算額に比べま

して決算額の増減は２，３４９万９，２６４円の減となっております。

４ページをお願いします。続きまして、支出です。第１款資本的支出は建設改良費と企業債償

還金を合計しまして、決算額１億２，６８１万５，２４６円、不用額は１，０２４万７５４円と

なりました。資本的収入額が資本的支出額に不足する額９，１２６万８，５１０円は、当年度損

益勘定留保資金をもって補填をするものとしております。

５ページをお願いします。令和３年度南部町水道事業会計損益計算書です。こちらのほうは税

抜きの金額となっております。１、営業収益です。これは主に給水収益になっております。合計

で１億７，４１７万３，３６５円です。

２、営業費用です。これは主に施設の維持管理費や減価償却費になっております。合計で１億

７，８４７万２１８円です。営業利益としましてはマイナスの４２９万６，８５３円となります。

次に、３の営業外収益です。これは他会計からの補助金が主な収入になっております。合計で

３，４７５万７，４７３円になります。

４、営業外費用です。これは企業債利息が主な支出になっております。

６ページ目になりますけれども、合計が１，５２０万１，４６６円となりまして、営業外の利

益としては１，９５５万６，００７円ということになります。

営業利益と営業外利益を合わせました令和３年度の経常利益は１，５２５万９，１５４円とな

りまして、５の特別利益と６の特別損失はありませんでしたので、当期の利益としましては１，

５２５万９，１５４円となります。

７ページ目をお願いします。令和３年度南部町水道事業剰余金計算書です。前年度の繰越利益

剰余金に令和３年度当期の利益を加えまして、令和３年度末の繰越利益剰余金はマイナスの１億

６，３０９万７２６円となります。
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８ページ目をお願いします。令和３年度の南部町水道事業会計貸借対照表になります。初めに、

資産の部でございます。１、固定資産の合計は９ページ目になりますけれども、９ページの右上

になります。２１億７，３１７万８，０５５円です。

２の流動資産の合計は、１億２，３２５万１３１円となります。

固定資産と流動資産を合わせた資産の合計は、２２億９，６４２万８，１８６円となります。

次に、負債の部です。３の固定負債です。これは主に起債の残額で、合計で６億６，８７９万

２，２３８円となります。

次に、４、流動負債です。これは主に起債と未払い金になりまして、合計は１０ページの右上

になりますけれども、１億３，９５９万８，８８４円になります。

次に、繰延べ収益です。これは長期前受金で、合計で６億９，１８０万８，８００円になりま

す。

固定負債と流動負債と繰延べ収益を合わせた負債の合計は、１５億１９万９，９２２円となり

ます。

次に、資本の部です。６の資本金の合計は、５億８，４９１万６，９８７円になります。

７の剰余金の合計は１１ページになりますけれども、右の中ほどになります。２億１，１３１

万１，２７７円となります。

資本金と剰余金を合わせた資本の合計は７億９，６２２万８，２６４円となりまして、負債と

資本の合計が２２億９，６４２万８，１８６円となります。

１５ページをお願いします。次に、令和３年度の水道事業の報告になります。

概要の総括事項として順に説明をしてまいります。初めに、老朽施設についてです。円山地内

の配水管の布設替えを令和元年度から４か年で更新する計画を進めておりまして、令和３年度は

円山地区の３工区の配水管の布設替え工事を実施しました。令和３年度は更新した管路の延長が

６３８．３メートルで、進捗率は７７．５％になります。

次に、水道料金についてです。令和２年度の料金改定によりまして、給水収益が増加をしまし

た。

次に、経営についてです。収入面では、給水収益が前年比で１２．７％増加しました。それか

ら、水道加入金につきまして前年比４６２．７％と大幅に増加をしました。

支出面では、動力費は電気料金の価格が上昇した関係で、前年比で１２．５％増加になりまし

た。修繕費は、漏水修繕工事が多かったために前年比４３．５％の増加となりました。

主な支出項目であります動力費や修繕費は、前年度よりも大幅に増加したんですけれども、人
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件費、薬品費、それから企業債の支払い利子が減少したために、当年度の純利益としましては１，

５２５万９，０００円の黒字の経営となりました。今後も引き続き、経費の節減や事業の効率化

を徹底するとともに、料金収入や施設の更新、維持管理費用などを中長期に見据えながら財政の

健全化を図っていきたいと考えております。

次に、給水の状況についてです。令和３年度末の給水人口は１万３６９人で、給水件数は４，

１０２件になりました。年間有収水量は１１１万６，２２１立方メートルで、有収率は８７．９

％になりました。前年度末からの現状維持となっております。

１６ページをお願いします。収益的収入及び支出に係る事業についてです。総収益は２億８９

３万１，０００円になりました。総費用は１億９，３６７万２，０００円で、当年度の純利益は

１，５２５万９，０００円の黒字になりました。以前に作成しましたシミュレーションでは１，

２３２万２，０００円を見込んでおりましたけれども、少し黒字額が多くなった結果になりまし

た。

１７ページをお願いします。建設工事の概要になります。令和３年度は上水道区域において、

拡張工事として円山地区で老朽管の布設替え工事を行いました。

次に、支払い額が１０万円以上の修繕工事の概要になります。上水道区域では４５件の修繕工

事がありました。令和２年度が３７件でしたので、少し多くなっております。本管に関わる修繕

件数ですけれども、令和２年度とほぼ同じ２１件でしたけれども、国道、県道での修繕箇所が多

くなりまして、施工単価が高くなったために修繕費が増加したという結果になりました。

１８ページをお願いします。１８ページの下側ですけれども、旧簡易水道区域では４件の修繕

工事がありました。令和２年度は３件でございました。

２２ページをお願いします。企業債の概要になります。上水道事業の年度末の残高は、６億１

５０万１，２７２円になりました。簡易水道事業は１億４，４８５万４８４円で、合計しますと

７億４，６３５万１，７５６円となります。

明細につきましては、２９ページ、３０ページに表にまとめておりますので、そちらのほうを

御覧いただきたいというふうに思います。

２３ページをお願いします。令和３年度のキャッシュ・フロー計算書です。資金期末残高につ

いてですけれども、３月末の現金は７，３１４万２，０７７円となりました。

なお、２４ページ以降につきましては明細書となっておりますので、お読み取りをいただきま

すよう、よろしくお願いします。

また、毎年御用意させていただいてます３条の経常収支と４条の資本的収支の推移計算表につ
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きましては、今回も予算決算常任委員会のほうで説明させていただきますので、よろしくお願い

します。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。私のほうからは、病院事業会計の決算

及び在宅支援事業会計の決算について説明をさせていただきたいと思います。最初に、議案書の

１１ページをお願いいたします。議案第５５号、令和３年度南部町病院事業会計決算の認定につ

いて。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和３年度南部町病院事業会計決算を別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。

別冊の南部町病院事業会計決算報告書を御覧いただきたいと思います。

１ページをお願いします。最初に、収益的収入及び支出についてでございます。上段が収入で

ありまして、病院事業収益、医業収益と医業外収益を合計したものでありますけども、病院事業

収益の決算額は２３億８，３０３万９，０１８円となりまして、予算額に対しまして１億１，８

７４万９，９８２円の減となりました。

下段のほうですが、支出につきましては、医業費用と医業外費用を足したもの、第１款の病院

事業費用でありますが、決算額２３億５６４万３，３６３円となりまして、予算に対して１億５

２１万７，６３７円の減となりました。

２ページをお願いします。資本的収入及び支出についてであります。収入につきましては、補

助金、企業債に関します資本的収入につきましては、決算額３億８，３５１万６，８０５円とな

りまして、予算額に比べ６，８７９万４，１９５円の減となりました。

支出につきましては、建設改良費、企業債の償還金でありますけども、資本的支出につきまし

て、決算額５億２，３４７万２，７８８円となり、予算に対して４，７４１万５，２１２円の減

となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する１億１，１２１万６，０６３円、これ税抜きの

金額でありますけども、につきましては過年度分損益勘定留保資金をもって補填することとして

おります。

次に、３ページをお願いしたいと思います。病院事業会計の損益計算書であります。１の医業

収益でありますけども、入院収益、外来収益等合わせまして、１７億１，９４０万６，６７６円

となりました。

－４３－



これに対する医業費用でありますけども、給与費、あるいは材料費といったところであります

けども、２１億８，２４８万１，１６３円となり、差引き医業利益につきましては４億６，３０

７万４，４８７円の赤字となりました。

医業外収益でありますけども、町からの繰り出しに係る補助金でありますとか、コロナの補助

金等の収益がございまして、６億５，１０７万４，５９８円。

医業外費用につきましては、企業債の利払い等でありますけども、１億４，０２１万２，４３

６円となり、先ほどの医業利益と合わせまして、経常利益としては４，７７８万７，６７５円の

黒字となりました。

これに特別収益、特別損失を勘案しまして、当該の純利益につきましては４，７８３万７，６

７５円の黒字ということになりました。

次に、４ページ以降に剰余金計算書及びキャッシュ・フロー計算書、それから貸借対照表を添

付しておりますんで、これはまた後ほど御覧いただければと思います。

１０ページをお願いします。病院事業の報告についてであります。たくさん書いておりますけ

ども、少しポイントをかいつまんで説明をさせていただきたいと思います。

先ほど御報告させていただきましたとおり、総収益は２３億７，０５３万１，０００円、総費

用２３億２，２６９万４，０００円となり、純利益は４，７８３万８，０００円で、５年ぶりに

黒字を計上することができました。

患者数は昨年度より若干減少したものの、入院患者の延べ数は５万６，９９９人、外来患者延

べ数は４万５，９１７人となりました。

医業収益につきましては、急性期病棟の患者数の減というような影響もあり、入院収益につい

ては１１億６，３９３万７，０００円となり、前年より３，６３９万７，０００円の減となりま

した。一方で、外来収益につきましては、ＰＣＲ検査等の診療単価の上昇により３億９，３６４

万円となり、前年より３，０５０万６，０００円の増となったところでございます。

医業費用につきましては、ＰＣＲ検査等の診療材料の増、あるいは光熱水費、燃料費の増や、

今回電子カルテを更新に行いましたので、これに係るコンサル委託などにより、昨年より２，８

４７万５，０００円増加し、２１億８，２４８万１，０００円となったところでございます。

資本的収支につきましては、電子カルテシステムの更新、あるいはマルチスライスＣＴ装置を

８０列にグレードアップするといったような医療機器の整備、それからコロナに対応するための

陰圧装置やクリーンパーティションなど、感染防止対策を充実するための施設整備を行い、医療

水準の維持向上に努めたところでございます。

－４４－



令和３年度は黒字決算ということになりましたけども、病院経営は非常に厳しい状況にありま

す。今年度、経営強化プランを策定する予定としていますが、地域から求められる役割でありま

すとか、西伯病院が果たすべき役割を意識しながら、町と連携を図りつつ今後も経営に当たって

まいりたいと思います。

以上、よろしく審議のほど、お願いします。

次に、議案書の１２ページをお願いします。議案第５６号、令和３年度南部町在宅生活支援事

業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和３年度南部町在宅生活支援事業会計決算を

別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。

別冊の在宅生活支援事業会計決算報告書を御覧いただきたいと思います。１ページでございま

す。最初に、収益的収入及び支出についてであります。訪問看護の収益、あるいはその他の収益

を合わせまして、在宅生活支援事業収益につきましては４，２０２万３，２６４円となり、予算

に比べまして９１万７，７３６円の減となりました。

支出につきましては、訪問看護費用につきまして在宅生活支援事業費用ということで、決算と

して３，２８６万４，４５６円となり、予算に対して１，００７万６，５４４円減となったとこ

ろでございます。

次に、２ページを御覧いただきたいと思います。在宅生活支援事業の損益計算書でございます。

居宅介護及び訪問看護等の経費につきまして、１の訪問看護収益につきましては４，２０２万

２，９３４円となりました。

これに対する給与費、あるいは材料費につきまして、訪問看護に係る費用につきましては３，

２６７万５，５２８円となり、訪問看護利益につきましては９３４万７，４０６円という形にな

りました。

その他の収益、その他の費用を加味しまして、当該年度の純利益は９１５万８，８０８円とな

ったところでございます。

以下、３ページ以降につきましては、剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表

を記たしておりますんで、御覧いただければと思います。

８ページをお願いします。在宅生活支援事業の報告書についてでございます。

先ほど報告させていただきましたとおり、事業収益につきましては４，２０２万３，０００円、

事業費用については３，２８６万４，０００円となり、純利益として９１５万９，０００円とな

ったところでございます。

－４５－



訪問看護につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、患者数が若干減少したも

のの、感染症患者に対する在宅療養の支援が増えたということがありまして、事業収益が前年度

より増加したところでございます。

精神患者の地域移行でありますとか、在宅復帰が推進される状況にありますんで、こうした患

者に対する訪問看護、訪問介護の需要はますます増加するものと考えております。引き続き体制

の維持強化を図りながら、町民の皆さんの期待に沿えるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 令和３年度一般会計、特別会計及び企業会計について、決算審査の意見

書が提出されていますので、審査の結果について仲田代表監査委員の報告を求めます。

仲田代表監査委員。

○監査委員（仲田 和男君） 監査委員の仲田でございます。令和３年度南部町一般会計、特別会

計及び企業会計の決算審査意見につきまして、記たの法令に基づき審査意見書を提出いたします。

お手元の審査意見書を御覧ください。

１ページをお願いいたします。審査の概要でございます。

審査の期間及び場所は、令和４年７月１１日から７月１９日、監査委員室におきまして、細田

委員とともに監査を実施いたしました。

２、審査の対象は、記たの関係諸帳簿でございます。

２ページをお願いいたします。３、審査の方法は、１から５の諸点につきまして、適切な事業

運営と予算執行がなされているかを審査を行いました。

４、審査のため説明を求めた部署は、記たの部署でございます。

第２、審査の結果でございます。

１、審査計数の状況でございます。

町長より提出された決算書に基づき、歳入歳出、関係諸帳簿及び証拠書類を照合審査した結果、

決算計数はいずれも符合して誤りのないものと認めました。また、基金の運用状況を示す書類の

計数につきましても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、誤りのないことを認めたところ

でございます。

３ページをお願いいたします。第３、一般会計、特別会計。概要につきましては、執行部より

説明なされますので、省略いたします。

４ページをお願いいたします。２、一般会計、特別会計の審査意見でございます。

－４６－



１、関係各課が連携することにより、成果を出せる事業が認められました。地域の食材を学校

給食に提供する事業と食材を給食等に利用する事業は、おのおの独自に活動され、利用状況が停

滞しているところであります。提供者の高齢化による作付面積の減少、会員の確保、食材の量、

品質等に課題はありますが、年間を通した必要作物、提供者の意欲の向上等、関係各課が課題に

対して連携調整を図り、さらなる事業効果の拡大をお願いしたいと思います。

２、新型コロナウイルスの蔓延防止のため、研修、集会等が中止または延期となり、全般的に

個々の事業において執行率が低下しております。感染拡大防止のため、やむを得ないとは認めま

すが、町の施策を審議し、提言・助言を受ける審議会の中には、開催されない等により意見集約

がなされていない審議会があります。

審議会の意見は、政策や施策決定に重要な判断材料になるものであり、感染拡大防止のため、

集合し、対面での開催が困難であっても、資料配付等の他の方法での意見集約を図り、政策、施

策に生かすべきと考えます。

３、学び、交流、情報の３つの柱を軸に社会教育機能、図書館機能、自然や文化を体験できる

機能を持ち、多世代が多目的に交流できる複合施設キナルなんぶは、令和３年５月開館し、年間

４万３，０００人の来館予定者に対し、１８万２，０００人の来館者がありました。社会教育の

交流、イベント、さらには貸出冊数の増加等、それぞれの関係者の方の努力が認められます。今

後も住民の期待に応える交流の場として活用が図れるよう期待いたします。

第４、財政健全化判断比率でございます。町長より提出された基礎資料等に基づき、健全化判

断比率及び資金不足比率について審査を行いました。

概要につきましては、執行部より説明なされますので、省略いたします。

５ページをお願いいたします。２、健全化指標の審査意見でございます。

それぞれの指標について、早期健全化基準内であることを確認いたしました。一般会計におけ

る単年度実質公債費比率は年次的に低下し、公営企業債等の他会計に対する将来負担見込額も減

少しております。

今後も公営企業等の事業経営の安定化を図りつつ、財源確保や事業の効率化、経費節減など、

計画的な財政運営の維持と公営企業会計等に対する一般会計からの支出金に対しては注意を払い、

取組を進めていただきたいと思うところでございます。

第５、企業会計でございます。

１、水道事業会計。概要につきましては省略いたします。

２、水道事業会計の審査意見でございます。

－４７－



１、公共・民間施設の開設に伴い、令和３年度は料金収入、加入金等の増により黒字決算とな

っております。また、更新計画に基づく老朽管更新事業は着実に実施されております。引き続き

適正管理の下、水道の安定供給に努めていただきたいと思います。

６ページをお願いいたします。２、病院事業会計でございます。概要につきましては省略いた

します。

２、病院事業会計の審査意見でございます。

西伯病院の経営を取り巻く状況は、入院、外来患者の減少、設備の更新、施設の維持管理費の

増等厳しいものがあります。西伯病院の果たすべき役割、機能等を考慮しながら、行政と一体と

なった病院経営に努力をお願いしたいと思います。

２、町内の地域医療体制の拡充のため巡回診療を開始し、令和３年３月にへき地医療拠点病院

の指定を受けました。今後とも継続強化した医療提供に取り組んでいただきたいと思います。ま

た、その指定が新たな財源確保につながり、経営収支は黒字決算となっております。関係者の努

力と考えます。

３、在宅生活支援事業でございます。概要につきましては省略いたします。

審査意見でございます。

１、新型コロナ禍の中、訪問看護業務を自宅療養のコロナ軽症患者を含めて積極的に行ってお

ります。引き続き利用者のニーズに対応し、在宅医療を進めていただきたいと思います。以上で

ございます。

・ ・

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条第２項の規定によ

り、これで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定い

たしました。

また、明日９日の会議に議事を継続いたします。定刻より引き続き議案審議を行う予定であり

ますので、御参集をお願いいたします。お疲れさまでした。

午後４時２４分延会

－４８－


